
浜松市中小企業資金融資制度償還利子補助金交付要綱  
 

（目的） 

第１条 市長は、市内における中小企業者の事業資金融資を円滑にし、もって中

小企業の振興を図ることを目的に行う浜松市中小企業資金融資制度のうち別表

に掲げる資金（以下「補助対象融資」という。）を融資した金融機関に対し、予

算の範囲内において利子補助金を交付するため、浜松市補助金交付規則（昭和

５５年浜松市規則第１７号。以下「規則」という。）第２０条及び浜松市中小企

業資金融資制度要綱（以下「制度要綱」という。）第４条の規定に基づき必要な

事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）中小企業者 制度要綱第２条第１号に定める中小企業者をいう。  
（２）取扱金融機関 制度要綱第２条第２号に定める取扱金融機関をいう。  
（３）補助対象融資 制度要綱第２条第３号に定める融資をいう。  

（補助事業者） 

第３条 補助の対象となる者は、制度要綱第３条に定める補助対象融資を受ける

ことができる中小企業者に対して補助対象融資を実行した取扱金融機関とする。 

（補助額） 

第４条 市長は、中小企業者に補助対象融資を実行した取扱金融機関に対して、

浜松市中小企業資金融資制度償還利子補助金（以下「補助金」という。）を交付

する。対象期間は、制度要綱別表に記載された期間を上限とする。 

２ 補助額は、補助対象融資の月末融資残高に対して、別表に掲げる利子補給率

を乗じて、１２で除したものを月額とし、取扱金融機関の申請に基づき年２回

交付する。ただし、利子補給率は、中小企業者に補助対象融資を実行したとき

の融資利率を上限とする。なお、償還期日を経過した補助対象融資は、補助対

象としない。 

（補助金交付の申請手続） 

第５条 補助金の交付を受けようとする取扱金融機関（以下「申請者」という。）

は、市税の納付又は納入の状況についての確認に同意し、次に掲げる書類を市

長に提出しなければならない。 

 （１）浜松市中小企業資金融資制度償還利子補助金交付申請書及び実績報告書

（第１号様式） 

 （２）市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し 

 （３）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 



第６条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請についてそ

の内容を審査し、適当と認めたときは、その交付を決定するとともに、交付額

を確定し、浜松市中小企業資金融資制度償還利子補助金交付決定及び確定通知

書（第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第７条 補助金の交付決定及び確定を受けた申請者は、請求書（第３号様式）を

市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。 

（交付決定の取消し及び返還） 

第８条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、申請者に対し、当該融

資に対する、補助金の交付の決定の全部又は一部の取消し、返還させるものとす

る。また、当該融資を補助対象から除外する。 

（１）融資を受けた中小企業者が借入金を借入の目的以外に使用したとき。 

（２）この要綱又はこの要綱に基づく規定に違反したとき。 

２ 取扱金融機関は、前項各号に該当する事案が発生した場合は、速やかに市長

に報告するものとする。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は別

に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行し、平成２５年度の補助金に適用

する。 

２ この要綱の施行をもって、浜松市中小企業資金融資事業費補助金交付要綱（平

成２１年４月１日施行）、浜松市ビジネスサポート資金償還利子補助金交付要綱

（平成２１年４月１日施行）、浜松市創業サポート資金償還利子補助金交付要綱

（平成２１年４月１日施行）浜松市緊急経済対策特別資金償還利子補助金交付

要綱（平成２１年４月１日施行）、浜松市緊急災害対策資金償還利子補助金交付

要綱（平成２４年４月１日施行）及び旧市町村既往融資資金償還利子補助金交

付要綱（平成２１年４月１日施行）は廃止する。ただし、廃止前の旧要綱に基

づく平成２４年度以前に融資された補助対象融資にかかる資金融資事業費補助

金及び償還利子補助金については、なお廃止前の要綱の例による。  
附 則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度から平成３６年

度の補助金に適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度から平成３７年

度の補助金に適用する。 

附 則 



１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行し、平成２８年度から平成３８年

度の補助金に適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行し、平成２９年度から平成３９年

度の補助金に適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行し、平成３０年度から平成４０年

度の補助金に適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度から平成４１年

度の補助金に適用する。 

附 則 

１ この要綱は、令和２年３月１日から施行し、令和元年度から令和１１年度の

補助金に適用する。 

附 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行し、令和２年度から令和１２年度の

補助金に適用する。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度から令和１３年度の

補助金に適用する。 

附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度から令和１４年度の

補助金に適用する。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行し、令和５年度から令和１５年度の

補助金に適用する。 

附 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度から令和１６年度の

補助金に適用する。 

附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度から令和１７年度の

補助金に適用する。 

附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度から令和１８年度の

補助金に適用する。 

 
 
 
 
 



（別表）  

補助対象融資名 実行年度 融資利率 
利子補給

率 

ビジネスサポート資金 

 
平成 28 年度～令和 8 年度 2.0％以内 0.42％ 

ビジネスサポート資金 

（認証事業所等優遇・ 

中心市街地活性化優遇） 

令和 7 年度～令和 8 年度 1.9％以内 0.52％ 

中小企業育成資金 令和 3 年度～令和 8 年度 2.1％以内 0.12％ 

短期資金 令和 7 年度～令和 8 年度 2.1％以内 0.12％ 

創業サポート資金 平成 28 年度～令和 8 年度 1.5％以内 0.70％ 

創業サポート資金 

（特定創業支援等事業

優遇） 

平成 28 年度～令和 8 年度 1.3％以内 0.90％ 

市制度融資借換資金 平成 28 年度～平成 30 年度 1.9％以内 0.20％ 

事業承継資金 平成 30 年度～令和 8 年度 1.3％以内 0.90％ 

災害復旧資金 令和 5 年度～令和 8 年度 1.9％以内 0.57％ 



第１号様式 
 

        令和  年  月  日 
（あて先）浜松市長 
 

                  住所又は所在地 
               申請者  
                  名称及び代表者の氏名                 
 

(自署しない場合は、押印してください。) 

 

浜松市中小企業資金融資制度償還利子補助金交付申請書及び実績報告書 
 
浜松市中小企業資金融資制度償還利子補助金の交付を受けたいので、浜松市補助金交付規則第４条の規

定により申請します。また、第１３条の規定により実績報告します。 

 

記 

 
１ 交付申請額及び実績額     金           円 

 
 ２ 補助対象事業 
（１）補助対象融資制度名 

   浜松市中小企業資金融資制度償還利子補助金交付要綱別表（第１条関係）に規定するもの 
 
（２）補助額の内訳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 市税の納付又は納入の状況の確認についての同意（同意する場合は下記に☑を記入） 

  □ 浜松市中小企業資金融資制度償還利子補助金交付要綱第５条の規定により、市において、申請者の市

税の納付又は納入状況について確認することに同意します。 
   
４ 暴力団排除に関する誓約（誓約及び承諾する場合は下記に☑を記入） 

□ 浜松市中小企業資金融資制度償還利子補助金の交付申請にあたり、下記事項について誓約し、承諾

します。 
（１）次に掲げる者のいずれにも該当しません。 

・暴力団（浜松市暴力団排除条例(平成２４年浜松市条例第８１号。以下「条例」という。) 第２条

第１号に規定する暴力団をいう。） 
・暴力団員等（条例第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 
・暴力団員等と密接な関係を有する者 
・（法人その他の団体の場合）上記３点に掲げる者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執

行役若しくは監査役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び清算人をいう。）となっている法人

その他の団体 
（２）浜松市が暴力団排除に必要な場合には、静岡県警察本部又は管轄警察署に照会することを承諾します。 

期間

　　月 円

　　月 円

　　月 円

　　月 円

　　月 円

　　月 円

合計 0 円

補助金の額



第２号様式 

 

                                浜松市指令  第   号 

                                令和  年  月  日  

 

 

 

                                                   浜松市長  

 

 

浜松市中小企業資金融資制度償還利子補助金の交付決定及び確定通知書 

 

 令和  年  月  日付けで申請のあった浜松市中小企業資金融資制度償還利子補助金の交付につ

いて、次のとおり条件を付して決定し、確定します。 

 

記 

 

 １ 交 付 額       金           円 

 

２ 交付の条件     ・ 規則に基づく市長の指示に従うこと。 

            ・ 補助事業の完了により当該補助事業者に相当の利益が生じると認められる

場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交

付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すること。 

             ・ 規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、補助

金の返還の請求を受けたとき又は当該返還の期限までに納付しなかった

ときは、規則第18条の2の規定に基づき、加算金又は遅延損害金を市に納

付すること。 

             ・ 補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は遅延損害金の全部又

は一部を納付しない場合、規則第18条の3の規定に基づき、他の交付すべ

き補助金についてその交付を一時停止し、又は未納額との相殺をする場合

がある。 



第３号様式 
 

令和  年  月  日 
 
（あて先）浜松市長 

 
 
                  住所又は所在地 
              申請者 
                  名称及び代表者の氏名                 
 
 

請  求  書 
 

令和  年  月  日付け浜松市指令  第    号をもって確定のあった浜松市中小企業資金

融資制度償還利子補助金を次のとおり請求します。 

  

記 

 
１ 請求額 
 
 

金 
千 百 拾 万 千 百 拾 円 

 
 
２ 口座振替先 
 
 

口座振替先金融機関名 銀  行             本店 
信用金庫             支店 

口 座 種 別 １ 普通預金   ２ 当座預金   ３（       ） 

口 座 番 号  

口 座 名 義 人 カ ナ  

 
  

 


